
 

 

 
さいたま市告示第２８６号 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の指定を受けた次の医師から、身

体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定による指定の辞退の届出があ

ったので告示する。 
令和８年２月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人      
 

１ 辞退の届出のあった医師 
 ・別紙のとおり 
 
 
 
 
２ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市役所福祉局障害福祉部障害福祉課自立支援給付係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

 
 
 
 
 
 
 
 



医師の氏名 指定障害区分 医療機関の名称 医療機関の住所 辞退年月日

木村　重吉
平衡機能障害、音声

・言語機能障害、そ

しゃく機能障害

医療法人慈正会

丸山記念総合病院

さいたま市岩槻区

本町２－１０－５
令和７年１０月１日

木村　重吉 肢体不自由
医療法人慈正会

丸山記念総合病院

さいたま市岩槻区

本町２－１０－５
令和７年１０月１日

辞退の届出のあった医師

（別紙）
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